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序　　　　　文

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）の 1 人当たりの GDP は 2013 年に 1,900
米ドルを超え、中進国入りしたのちも毎年着実に経済成長を果たしています。同国の農業も、

1986 年以降のドイモイ（刷新）政策以降着実に発展しており、農産物の生産量は増大し、食料の

安全保障の問題はほぼ解消され、近年はコメなどの主要農産物を筆頭に、野菜や果物などの海外

への輸出が増大しています。

2012 年以降日本政府の同国への援助方針では、農業・地方開発プログラムが設定されており、

農産品の高付加価値化を促進し、農村部の持続的な経済振興を図ること、また農産品の安全性の

確保、農民組織を強化することなどを目標としています。これは、同国への農業支援が、量から質

へ転換されつつあり、市場や消費者のニーズを意識した農業に変化していることを示しています。

ここで、かつての社会主義下集団生産の主体であった合作社は、新農業協同組合（以下、「新

農協」）への転換が図られ、1996 年に制定された協同組合法に基づき「新農協」の設立が促進さ

れていますが、その機能の刷新はなかなか進んでいないのが現状です。これは、多くの新農協の

基本機能が従前と変わらず灌漑 ･ 排水、技術指導、電気 ･ 水供給、資材供給であり、近年、共同

販売（JMB）や信用貸付などの取り組みが模索されているものの、農協の役員の知識・経験不足

に起因するとされています。

このような状況から、ベトナム農業農村開発省（MARD）は、農協の組織事業強化のための技

術支援をわが国へ要請し、これを受けて JICA は 2006 年 3 月から 4 年半、技術協力プロジェクト

「農民組織機能強化計画プロジェクト」（以下、「プロジェクトフェーズ 1」）を実施しました。同

プロジェクトの目標は、2 省をパイロット省として、日本の総合農協の経験を参考にしながらベ

トナムの諸条件を踏まえ、組合員の生計向上につながる農協の機能強化に向けた優良農協モデル

構築を目的としました。

本件「農民組織機能強化プロジェクト（フェーズ 2）」（以下、「プロジェクトフェーズ 2」。
2012 年 7 月～ 2015 年 7 月）では、プロジェクトフェーズ 1 で構築した優良農協モデルを全国に

展開するため、5 省をパイロット省としました。具体的な目的は、農協振興を担う政府機関（中

央及び地方）の行政官並びに農協役職員に各種研修を実施し、更には行政官が主体となって農協

に対する指導・支援を実地研修（OJT）方式で実施していくことを通じて、農協の機能強化を支

援する体制を整備することとしています。

今回の調査では、2015 年 7 月にプロジェクト（フェーズ 2）の終了を控え、中間レビュー以降

のプロジェクト活動の実績、成果を調査、確認するとともに、評価５項目（妥当性、有効性、効

率性、インパクト、持続性）の観点から、今後のプロジェクト活動に対する提言及び今後の類似

事業の実施にあたっての教訓を導き出しました。

本調査の実施にあたり、ご協力をいただいたベトナム国関係機関並びにわが国関係各位に対

し、厚く御礼を申し上げるとともに、当機構の業務に対して今後とも一層のご支援をお願いする

次第です。

平成 27 年 3 月

独立行政法人　国際協力機構

ベトナム事務所所長　森　睦也
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１－１　協力の背景と概要

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）の農協は 1996 年に制定された「協同

組合法」に基づき、かつての社会主義集団生産の主体であった合作社から新農業協同組合（新

農協）への転換、新農協の設立促進が図られ、全国で 10,000 近い農協組織が存在する。しか

し、多くの新農協においては近年、共同販売や信用貸付などの新事業の導入が模索されている

ものの、農協の役員の知識・経験不足のため、その実現が困難な状況である。農業農村開発省

（MARD）は、農民の生計向上につながる農協の組織事業強化のための技術支援をわが国へ要請

し、JICA は 2006 年 3 月から 4 年間優良農協モデルを構築するための技術協力プロジェクト「農

民組織機能強化計画プロジェクト（フェーズ 1）」を実施した。MARD は更に、その成果を踏ま

えて地方省の行政官、あるいは農協関係者への指導を通じて、全国的に農協の機能強化を図っ

ていくことが必要であるとして、日本政府に対してフェーズ 2 の協力を要請した。

上述の要請に基づき、フェーズ 2 では、フェーズ 1 で構築した優良農協モデルを全国に展開

するため、タイビン省、ホアビン省に加え、ハイズオン省、ビンディン省、アンザン省の全 5
省をパイロット省とし、農協機能強化のために農協関係者が実践すべき知識・技術を取りまと

め、農協振興を担う政府機関（中央及び地方）の行政官並びに農協役職員に各種研修を実施し、

更には行政官が主体となって農協に対する指導・支援を実地研修（OJT）方式で実施していく

ことを通じて、政府による農協の機能強化を支援する体制整備することを目的とした活動を実

施してきている。

１－２　協力内容

（１）上位目標

農村開発につながる農協の機能強化方策がベトナム政府の主導の下、全国的に適用・活

用される。

（２）プロジェクト目標

中央及び対象省において農協の機能強化を支援する体制が整備される。

（３）成　果

成果１　 農協機能強化の枠組みの基盤が確立される。

成果２　 中央政府が地方行政官へ研修・指導を行うための体制が確立される。

成果３　 プロジェクトの対象省において、地方行政官が農協（役員、組合員）へ研修・

指導を行うための体制が確立される。

１．案件の概要

国　名：ベトナム社会主義共和国 案件名：農民組織機能強化プロジェクト（フェーズ 2）

分　野：農村開発 協力形態：技術協力プロジェクト

所轄部署：JICA ベトナム事務所 協力金額（評価時点）：約 1 億 7,000 万円

協力期間 2012 年 7 月～ 2015 年 7 月

先方関係機関： 農業農村開発省（MARD）協同組合農村

開発局（DCRD）

日本側協力機関：農林水産省経営局

評価調査結果要約表
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（４）投入（評価時点）

【日本側】　総投入額（評価時点）：約 1 億 7,000 万円

・専門家派遣：3 名

内訳　１）長期専門家：チーフアドバイザー／信用事業、業務調整／研修計画

２）短期専門家：経済事業

・機材供与：約 750 万円

・プロジェクト経費負担：約 4,670 万円

・本邦研修員受入：14 名

・カウンターパート（C/P）日当旅費

【ベトナム側】

・C/P 配置：42 名

・機材購入費：0 ドン

・ローカルコスト負担：約 12 億ドン

・その他プロジェクト経費負担：日本人専門家執務室貸借料及び光熱費等

３－１　進捗・実績の確認

３－１－１　成果１の達成状況

成果１の達成度は「中程度」である。

DCRD は既に農協向けの「研修フレームワーク」を策定しており、現在は本プロジェクト

が対象としてきた共同販売（JMB）、共同購買（JPB）、中期計画、信用事業の 4 分野もそのフ

レームワークに新たに組み込むべく、MARD 内部での申請作業を進めている段階にある。こ

れは、本プロジェクトがもたらした大きなアウトプットのひとつといえる。ただし、一方で

ガイドラインの策定や成功・失敗事例集の作成など、成果物の作成が遅延している点も散見

される。

３－１－２　成果２の達成状況

成果２の達成度は「中程度」である。

成果２が求める、「地方行政官へ研修・指導を行うための体制」、すなわち中央インストラ

クター（CI）による省インストラクター（PI）への研修体制の確立は、①終了時評価時点では、

6 機関から約 40 名が CI となり、対象 5 省を支援するに十分な人数が確保されており、②研

修方法の見直し、テキスト改訂により、研修受講者による CI 評価は全体的に向上し、CI 指
導能力が向上したと評価できることから、CI 人数確保、指導能力向上は認められるものの、

未完了の CI 研修や CI から PI への実践研修が残っており、CI としての「質」の担保の観点に

おいて、まだ強化すべき余地がある。

２．評価調査団の概要

調査者

団　　長 沖浦　文彦 JICA ベトナム事務所　次長

協同組合運営　　 萬木　孝雄　　 東京大学大学院農学生命科学研究科　准教授

評価分析 十津川　淳 佐野総合企画株式会社

協力企画 山本　聡 JICA ベトナム事務所　所員

調査期間 2015 年 2 月 24 日～ 3 月 15 日 評価種類：終了時評価調査

３．評価結果の概要
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３－１－３　成果３の達成状況

成果３の達成度は「おおむね高い」。

成果３が求める、「地方行政官が農協（役員、組合員）へ研修・指導を行うための体制」、

すなわち PI による農協への研修体制の確立は、①全農協が地方行政間の指導の下、中期計

画を策定した、②多くのモニタリング農協が中期計画に即して JMB、JPB 事業を進めてきて

いる、③多くのモニタリング農協では JMB・JPB 事業についてモニタリングシートのグレー

ドが 1 つ以上アップしている、④ CI と PI による各省向けの研修教材改訂は、プロジェクト

終了までに達成される見込みが高いことから、一定レベルで進んだものと評価できる。プロ

ジェクトによる一連の研修を通して、各省の PI は JMB、JPB、中期計画策定（MTP）に関す

る能力を高めることができた。ただし、農協の技術的疑問にすべて回答できるには至ってお

らず、まだ能力強化の余地がある。

３－１－４　プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標の達成度は「おおむね高い」。

本プロジェクトが目標とした農協の機能強化を支援する体制、すなわち CI と PI による研

修・フォローアップ体制については、①多くのモニタリング農協の総合農協評価表のグレー

ドが 1 ランク改善された、②協同組合農村開発局（DCRD）は農協支援政策として Decision 
2217 を公布し、2015 年には新たな農協支援に係る Decree 公布を予定している、③ 3 CI 機関

によるプロジェクト実施の研修コースの正規研修プログラムの一部として採用済みまたは採

用意向であることから、体制整備は進捗している。今後、更に CI や PI の実践経験を積むこ

とや、スケジュールが遅延している信用事業研修の着実な実施、支援体制に関するガイドラ

インの作成など、幾つかの作業は残っているものの、達成に向けておおむね軌道に乗った活

動を続けており、達成度は「おおむね高い」といえる。

３－２　評価結果の要約

（１）妥当性：「高い」

本プロジェクトは、ベトナム国の政策・開発計画並びに日本の対ベトナム援助政策に整

合した取り組みである。ベトナム国において、農協の機能強化は同国の経済発展及び地域

格差を解消させる有効な手段のひとつとして位置づけられており、2012 年には協同組合法

の改正もなされており、政策及び法令面から重視されている事項である。また、一連のプ

ロジェクト活動は、MARD が求めていた技術内容、すなわち経済事業に焦点を当てた農協

機能強化研修であり、MARD が求めていたニーズに整合している。加えて、プロジェクト

の活動内容にも日本が培った農協での経験や教訓が有効に活用されている。これらの観点

から、本プロジェクトの妥当性は「高い」と判断できる。

（２）有効性：「おおむね高い」

農協に対する支援体制を構成する CI については、その有効性が確認されたとともに人数

面でもおおむね十分な人数を確保することができた。今後は、最近になって参加し始めた

新たな CI の能力強化を進める必要がある。また、支援体制を支える、もうひとつの柱であ

る PI についても、これまで馴染みのなかった JMB、JPB、中期計画の各分野に係る知見を

蓄積することができた。ただし、PI についても現場での農協に対する指導経験を更に増や

していくことが必要である。

一方、支援体制に係るガイドラインの作成はこれから着手することとなっており、プロ
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ジェクト残余期間を考慮すると、一刻も早く取り組む必要がある。このガイドライン完成

をもって、本プロジェクトが取り組んだ支援体制は、普及の観点を包含することとなり、

体制としての精度を高めることになる。プロジェクト目標達成までに幾つかの作業は残っ

ているものの、達成に向けておおむね軌道に乗った活動を続けており、達成は可能である。

また 3 つの成果達成によりプロジェクト目標の達成を担保する関係となっており、目標と

成果の因果関係は成立している。総じて、有効性は「おおむね高い」と判断できる。

（３）効率性：「やや低い」

中間レビューまで続いたプロジェクト管理組織（PMU）の機能不全の影響を受けて、プ

ロジェクト活動は所期のスケジュールどおりに進まなかった。結果的に、中間レビュー後

の新 PMU 体制で遅延状況はかなり回復し、予定されていた研修は基本的にすべて終了する

見込みが立っている。ただし、研修後のフォローアップ活動のための時間などは十分には

取れず、プロジェクト成果及び目標の達成レベルに影響を与えることとなった。そのため、

効率性は「やや低い」と判断される。

（４）：インパクト：「おおむね高い」

上位目標達成の見込みは、①モニタリング農協の総合農協評価表のグレードが 1 ランク

改善、② CI による地方省への指導頻度と、③農協組合員のニーズに沿って中期計画を作成

した省の数によって測定されるが、ベトナム側 DCRD の今後の取り組みによるものの、達

成できる可能性はある。他方、本プロジェクトではモニタリング農協において経済的なイ

ンパクトが発現している。これらを合わせ、総合的なインパクトは「おおむね高い」と評

価できる。

（５）持続性：「中程度」

１）政策面

2014 年から 2020 年の新農村開発計画及び 2012 年に改訂された協同組合法が示すよう

に、農協の強化はベトナム経済発展を支える一つの重要なファクターとしても位置づけ

られており、ベトナム政府が今後も政策的に重視する姿勢を堅持する可能性は高い。ま

た、DCRD は既に 13 の研修モジュールから成る、公的な研修フレームワークを有してお

り、現在では、本プロジェクトの対象研修 4 分野を追加申請している最中である。この

追加申請の認可をもって、MARD は研修実施に係る政策的基盤を確立することになる。

加えて、地方省では多くが農協強化に向けた中期的な研修計画を作成済み、もしくは作

成中である。

以上のことから、政策的な観点においては中央、地方省ともに農協強化を重視してい

ることは明らかであり、一定の持続性を有していると判断できる。

２）組織・技術面

ａ）中央インストラクター（CI）
本プロジェクトの活動を通じて、約 40 人の CI が確保されたが、その多くは 2014 年

の後半から参加し始めた CI であり、今後実践的な研修実施を含め、CI としての能力

強化を更に果たさなければならない。この観点において、CI の技術的な持続性は現時

点ではやや不透明である。ただし、一方で新規の CI は大学や研修機関であり、そもそ

も理論的な知見は十分に有している人員が多く、ポテンシャル自体は十分にあると判

断できる。
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他方、全国展開を考えるうえでは、CI 組織そのものを更に増大させることも求めら

れる。特に本プロジェクトが育成に寄与した CI 組織は南部が中心であり、今後は北部

にも拡大していくことが必要である。

ｂ）省インストラクター（PI）
各省で登録されている農協数にかんがみると、現状の PI の人数は農協に対してきめ

細やかな支援を行うには不足している。

現行のプロジェクト活動に参加した PI の能力については、プロジェクト活動を通じ

て知見及び技術的な能力を高めることができた。ただし、その技術的能力及び現場経

験は省によって差異がみられる。また、信用事業に係る研修実施が遅れているため、

今後プロジェクト対象省の PI は信用事業の知見獲得並びに実践研修を行うことが持続

性向上のために必要である。

３）財務面

多くの省は中期研修計画を作成するとともに、既に各省の人民委員会（PPC）との折

衝を行っており、今後も DARD は予算獲得に向けて最大限努力する旨を口頭で表明して

いる。このような意思は確認できるものの、終了時評価時点においては、省全体を網羅

するに十分な予算を確保できるか否かは不透明といわざるを得ない。

３－３　効果発現に貢献した要因

（１）交流研修及びスタディツアーの効果

本プロジェクトでは、通常の研修コースに加えて、対象 5 省の PI 同士による交流研修を

実施した。他省での取り組みをみることによって、自らの指導方法への気づきが生まれ、

自らの指導方法に好事例を取り込むことができるようになった。

また、農協についても、北部 3 省の農協がアンザン省を訪問し、同省の農協が行う幅広

い経済事業の実際を見学する機会を得た。この見聞を活用し、タイビン省やホアビン省の

農協は、新たなビジネスを開始するなど、正のインパクトも生まれた。

３－４　問題点及び問題を惹起した要因

（１）PMU の機能不全による活動停滞

ベトナム側は PMU の構成メンバーとして、農協支援を司る DCRD から主たるメンバー

を選定した。この人的投入自体はプロジェクトの活動及び目的に照らして極めて適切で

あった。

しかしながら、PMU は当初期待されたようには機能せず、ベトナムでは必須となる事前

の地方省への各種連絡業務が滞りがちとなり、結果として当初予定したスケジュールが遅

延していった。そのため、本プロジェクト期間内でのフォローアップ活動は極めて限定的

となった。また、比較的理解が難しい信用事業についても、PI の理解が完全となるまでの

フォローを行う時間は確保できない状況となった。

（２）合同調整委員会（JCC）の機能

本プロジェクトでは終了時評価の前に 2 回の JCC が行われたが、第 1 回目はプロジェク

トが開始されてから約 16 カ月後であった。プロジェクトの前半期間を通じて、PMU の機

能不全といった実施上の大きな課題があったにもかかわらず、その間 JCC が開催されな

かったことは、貴重な軌道修正の機会を失っていたといえる。関係者の協力を得ながら、

最高意思決定機関である JCC をより早くに開催するべきであったと考えられる。
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３－５　結　論

本プロジェクトは、PMU が所期の予定どおりに機能しなかったため、中間レビューを実施す

るまでの前半期間はプロジェクト活動が停滞した。しかしながら、中間レビュー後に PMU は改

組され、新体制の下でプロジェクトはそれまでの遅れを取り戻すべく急速に諸活動を展開した。

このため効率性は「やや低い」評価となったが、結果的に所期の研修活動は基本的にすべて終

了する予定である。ただし、今後は、まだ未着手であるガイドラインの作成や最近になってプ

ロジェクトに参加し始めた新規の CI、PI 等への能力強化支援を行う必要がある。

困難な時期もあったものの、終了時評価時点においては、持続性こそ「中程度」評価となっ

たが、妥当性、有効性、インパクトは「高い」「おおむね高い」と評価でき、総じて本プロジェ

クトの期待された成果は発現しており、目標をおおむね達成する見込みである。以上から、本

プロジェクトは満足できる達成度にあると評価され、予定どおりに 2015 年 7 月に終了する。

３－６　提言（本プロジェクトに関する具体的な措置、提案、助言）

３－６－１　プロジェクト終了後の提言

（１）農協機能強化に係る研修実施のためのアクションプランの作成

本プロジェクトが対象としてきた JMB、JPB、中期計画、信用事業の 4 分野の研修を

全国展開するためには、DCRD が具体的な研修普及計画を有していることが重要である。

全国及び期間を俯瞰した全体像を有していない限りは、研修実施がいわゆる全国各省へ

の勧奨で終わることが危惧される。

（２）プロジェクト対象省のモデル化

本プロジェクトが支援を続けた対象 5 省は、今後の普及活動におけるモデル省として

活用することを提言する。

（３）農協の活動に対するモニタリング実施

本プロジェクトでは、農協の活動をモニタリングするツールとしてフィールドレポー

トや進捗ステージを確認できるモニタリングシートを開発した。今後、必要に応じた

フォーマット改善を行いながら、これらモニタリングツールを PI が継続利用することを

提言する。

３－７　教　訓

・ PMU の機能不全について、JICA 事務所もベトナム政府側に対して、相当の働きかけを継

続したものの、結果的には明確な変化を引き起こすことはできなかった。中間レビューの

ような「場」を設けることによって一定の変化をもたらした事実にかんがみると、本プロ

ジェクトでは中間レビューの前に運営指導調査団を派遣するなどの手段を考慮するべきで

あった。

・ すべてのプロジェクトは所期のプロジェクト期間中に、プロジェクト目標を達成するべく

最大限の努力を払うべきである。そして、このような最大限の努力は、日本側及び裨益国

側の両者間及びそれぞれの組織内での調和した業務環境があってこそ初めて結実し得るも

のである。

３－８　フォローアップ状況

なし。
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1. Background of the Project
Agriculture in Vietnam is the basic industry for the country which accounts of 21% of GDP (2011), 

48% of labor force (2011) and 26.5 % of export value. It also has aspects of food security and acquisition 
of foreign currency. Under the “DoiMoi” (renewal) Policy since 1986 that leads to the vigorous economic 
growth with the application of market-economy mechanisms, the establishment of new model cooperatives 
has been carried out. The conversion from old model cooperatives to the new model is still in process 
in accordance with the law on cooperative which was enacted in 1996. In Vietnam, many farmers have 

                 
production with little attention to processing or marketing. Due to lack of experienced personnel, it is 

                 
businesses.

Under these circumstances, the Vietnamese Government requested the Japanese Government to 
implement the Project for Enhancing Functions of Agricultural Cooperatives in Vietnam (2006 – 2010), 
aiming at developing model ACs through pilot activities (hereinafter Phase-1 Project). The purpose of the 
Phase-1 Project was “Good models for enhancing of functions of ACs that lead the members’ livelihood 
improvement are established in Pilot Provinces” and the actual activities were enhancing the functions of 
ACs such as Mid-term and Annual Planning for ACs and consultation of Joint Marketing Business, Joint 
Purchasing Business and Internal Credit.

After the completion of the Phase-1 Project, both Vietnamese Government and Japanese Government 
agreed to implement the Phase-2 of the project (hereinafter the Project), aiming at disseminating the lessons 
and results of the Phase-1 Project to other areas of three regions (North, Central and South).

                 

2. Project Overview
(1)  Overall Goal: 

The method for enhancing functions of AC, which contribute to rural development, is applied nationwide 
under the initiatives of Vietnamese government.

Summary of the Evaluation

I. Outline of the Project

Country: Vietnam Project title: The Project for Enhancing Functions of 
Agricultural Cooperatives in Vietnam (Phase II)

Issue/Sector: Agriculture and Rural 
Development

Cooperation scheme: Technical Cooperation Project

Division in charge: 
  

Total cost:  about 170 million Yen

Period of 
Cooperation

Cooperation period:
July 2012- July 2015

Partner Country’s Implementing Organization: 
Department of Cooperatives and Rural Development 
(DCRD), Ministry of Agriculture and Rural Development

Supporting Organization in Japan: 
Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries
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(2)  Project Purpose:
The system of supporting ACs for enhancement of their functions is established in central and target 

provinces.

(3) Outputs:
1. The basic framework for enhancing AC functions is formed.

                
3. The system of training and providing guidance to ACs at the target province is established.

(4) Inputs
Japanese side: 

1)  Experts
Long term expert: chief advisor/internal credit, and project coordinator/training plan
Short term expert: joint marketing and joint purchasing business 

2)  Trainees received:14 persons (Japan)
               

Vietnamese Side: 
                  
Rural Development) 

2)  Facilities and local costs 
               

for trainings and for counterparts’ travel.

3-1  Accomplishment of the Project
3-1-1  Achievement of the Outputs

(1)  Output 1: 
The achievement status of the Output 1 is medium.

II. Evaluation Team

Members of 
Evaluation 
Team

No. Name Position Organization

1
Mr. Fumihiko 
OKIURA

Team Leader     

2
Mr. Takao 
YURUGI

Cooperatives 
Management

Associate Professor, Department of Agriculture 
and Resource Economics, The University of 
Tokyo

3
Mr. Jun 
TOTSUKAWA

Analysis and 
Review

Director, International Department, Sano 
Planning Co., Ltd

4
Mr. Satoshi 
YAMAMOTO

Cooperation 
Planning

Project Formulation Advisor, JICA Vietnam

Period of 
Evaluation

24/February/2015-15/March/2015 Type of Evaluation: Terminal Evaluation

III. Results of Evaluation
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DCRD has already established the “training framework” for AC supports, and now under process 
to add the Project’s outputs, training courses on joint marketing, joint purchasing, mid-term plan and 
internal credit. This is important step and regarded as one of the tangible outcomes of the Project, 
though, the formal guideline is still remaining as another expected output of the Project. 

In this line, Output 1 is evaluated “medium” status of its achievement. 

(2)  Output 2: 
The achievement status of the Output 2 is medium. 

               
CI (Central level Instructor) mechanism, is in the middle stage of completion in terms of its capacity. 
The number of CI has been on the increase especially in the last half year, but, the actual application 
experience is still limited. 

In addition from the viewpoint of CI’s distribution, although the southern part of the country has 
rather abundant CI resources, the northern part is limited as of now. The increase in CI for taking care of 
the northern part will be another tackling issue.

(3)  Output 3: 
The achievement status of the Output 3 is relatively high. 
The system of training and providing guidance to ACs at the target province, which is interpreted 

equal to PI (Provincial level Instructor) mechanism, has developed at a certain level. Through the Project 
activities, PI in each province has developed their knowledge and instruction experiences on joint 
marketing, purchasing, mid-term plan, and internal credit. However, the experiences on consecutive 

                    
internal credit. 

Considering such remaining challenges of PI, the achievement of the Output 3 is evaluated relatively 
high.

3-1-2  Achievement of the Project Purpose
The achievement status of the Project purpose is evaluated “relatively high”. 
The Project has been developing the supporting system to AC by use of CI and PI mechanism. Although 

there are still challenging issues such as further capacity development of newly participated CI candidates 
and accumulation of instruction experiences of PI providing to AC, it is evaluated that the Project purpose is 
on the track towards achievement.

3-2  Summary of Evaluation
              

3-2-1  Relevance: High
The Project is in accordance with the priority of development policies of Vietnamese government and 

also with Japan’s Assistance policy to Vietnam. The government amended the cooperative law in 2012 to 
strengthen AC’s functions, and issued the new rural development plan from 2014 to 2020 as 710QD-BNN-
KTHT. The plan stresses the necessity to develop institutional frameworks and mechanisms in order for 
agricultural cooperatives to strengthen their functions. 
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The Project’s contents and direction met with the MARD’s needs, which were to acquire more effective 
           
The Project also effectively utilized Japanese technical advantages and experiences. In this line, overall, 

the relevance of the Project is evaluated high. 

3-2-2  Effectiveness: Relatively high
One of the key components of supporting system to AC, which is CI mechanism, is developing towards 

                
strengthen CI candidates’ capacity and to secure other CI resources particularly in northern part. 

As another key component, PI has developed their capacity through theoretical trainings and actual 
instruction experiences. They also, however, need to accumulate more follow up experiences and also to 

       
In addition, formal guideline for AC support will be the incoming requirement output towards 

        
Overall, it is evaluated the effectiveness is “relatively high”.

    
Stagnancy period caused by lower function of PMU until the Mid-term review affected the achievement 

status of the Project purpose. The delay is now catching up under the new PMU structure after the review, 
                 

         

3-2-4  Impact: Relatively high 
The Project has impact on business activities of monitoring AC through the trainings and study tours 

by the Project. In addition, the Overall goal is also prospected to be possibly achieved as long as DCRD 
successfully disseminate the Project’s outputs to provinces nationwide by its leadership.

3-2-5  Sustainability: Moderate
(1) Policy aspect

It is highly possible for the Vietnamese government to keep placing importance on supports to AC as 
national policy direction. 

                
               

DCRD can start dissemination efforts to provinces nationwide. 
Many of targeted provinces already have or are in the process of formulating the mid-term training plan 

for AC on the basis of DCRD’s direction.
          

(2) Technical and Organizational aspect
(CI) 

Through the Project activities there are nearly 40 CIs trained as of the evaluation. However, many of 
them are new comers of the Project activities, therefore, the actual experiences to provide trainings to PI are 
still limited. The sustainability of CI’s technical capacity is still unclear in this viewpoint. 

x



However, it should be also noted that these new CI would be able to gain enough capacity gradually 
because many of them have theoretical background as lectures at training institutes and/or universities. As 

                  
would be able to work as CI in the future. 

From the organizational aspect, all the CI’s organizations have reasonable organizational structure with 
enough number of staffs. 

(PI)
Considering the number of AC existed in the targeted provinces, the number of PI is not enough in 

general. 
Through the Project implementation, many of PI successfully upgraded their own knowledge and skills. 

In addition to the theoretical aspect, it is now necessary for PI to have more actual application practices at 
          
Among four targeted contents, there was a particular delay in completion of training events on the 

internal credit. Internal credit subject maybe one of the most challenging items in PI’s technical capacity.

(3) Financial aspect
The provinces started to make mid-term training plan for AC, and showed strong intention to negotiate 

with PPC for securing the necessary budget in order to carry out the training plan. The evaluation team 
                 
               

their provinces entirely.

3-3  Contribution factors
    

“Exchange training”enabled PI each other to observe the instruction methods and to realize the 
advantage and weak points that each PI had. This kind of exchange events contributed to enhancement 
of the PI’s capacity beside normal courses. In addition, study tour of AC in northern provinces to observe 
the AC’s business activities in An Giang also yielded positive impacts on their participating AC’s 
performance.

3-4  Inhibition factors
      

In accordance with the original plan of implementation structure, Vietnamese side allocated 
counterparts from DCRD as members of PMU. The majority of the division staffs in charge of AC was 
selected, thus, the assignment itself was evaluated appropriate. 

However, the PMU did not function as expected due to lower attendance ratio of PMU staffs in 
                

          
   

There were only twice JCC held until the terminal evaluation, which was 16 months after the Project 
commenced and in a few months after the Mid-term review. Considering that the Project had various 

               
been held earlier, and functioned as the utmost authorization body which has power to bring the Project 
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back to the right track. 

3-5  Conclusion
The Project had stagnancy period in the beginning half of the Project due to lower functions of PMU, 

however, owing to the newly formed PMU’s efforts after the Mid-term review, the Project would complete 
the scheduled activities. Although there are still some necessary efforts for further improvements of the 
capacity development of CI and PI, and formulation of the guideline for dissemination of the Project’s 
outputs from now on, it is evaluated that the Project shows almost satisfactory achievements. In this line, the 
Project will terminate in originally scheduled July 2015.

3-6  Recommendations
3-6-1  Recommendations for the remaining period of the Project

(1) To ensure completion of the Project’s products 
                 

and study case for successful/unsuccessful examples. It is necessary to start sooner with consideration of 
            

(2) To conduct the trainings for the remaining topics and/or for personnel newly participated 
                  

addition, it is recommended that the trainings for new CI candidates be conducted as much as possible 
during the Project period. 

If the necessary training courses for CI candidates cannot be completed by the Project ends, it is necessary 
for DCRD to take over the remaining actions. 

(3) To share information among PMU
Communication between Japanese side and Vietnamese side at central level has been conducted mainly 

by the Project director and the Japanese experts. In order to share the experiences and lessons derived from 
the Project implementation, it is recommended that the communication be shared among all PMU staffs. 

3-6-2  Recommendations for the time after the Project
(1) To develop the Action Plan of trainings on the Project’s targeted courses 

In order to implement the trainings on the joint marketing, joint purchasing, mid-term plan, and internal 
credit, which the Project has targeted, it is necessary for DCRD to have a concrete plan for its dissemination 
of the trainings nationwide. 

         
                 

supporting activities to ACs. 

(3) To continue monitoring of AC’s performance
The Project has developed the monitoring devices which can show the development stage of each AC, 
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3-7  Lessons learned
               
consultancy mission scheme from JICA headquarter should be considered.

                   
purpose within the scheduled period. Mutual understanding and consideration among the related 
institutions are one of the key elements for successful implementation of the Project.

3-8  Follow up 
Nil 
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第１章　終了時評価の概要

１－１　調査団派遣の経緯と目的

ベトナム社会主義共和国（以下、「ベトナム」と記す）の農業分野は、同国の全 GDP の 21％（2011
年）、全就業人口の 48％（2011 年）、輸出額の 26.5％（2010 年）を占める基幹産業であり、国民

への安定的な食料供給、外貨獲得に大きな役割を担っている。1986 年以降のドイモイ（刷新）

政策でも、かつての社会主義下集団生産の主体であった合作社から新農業協同組合（以下「新農

協」）への転換が図られ、1996 年に制定された協同組合法に基づき、「新農協」の設立が促進され、

現在は全国で 8,476（2011 年）の農協が存在する。しかしながら多くの農協の基本機能は、従前

と変わらず灌漑 ･ 排水、技術指導、電気 ･ 水供給、資材供給であり、多くの「新農協」において

は近年、共同販売や信用貸付などの取り組みが模索されているものの、農協の役員の知識・経験

不足のため実現が困難な状況である。

ベトナム農業農村開発省（MARD）は、農民の生計向上につながる農協の組織事業強化のた

めの技術支援をわが国へ要請し、これを受けて、JICA は 2006 年 3 月から 4 年半、技術協力プロ

ジェクト「農民組織機能強化計画プロジェクト」（以下、「プロジェクトフェーズ 1」）を実施した。

同プロジェクトの目標は、タイビン省及びホアビン省をパイロット省として、日本の総合農協の

経験を参考にしながらベトナムの諸条件を踏まえ、組合員の生計向上につながる農協の機能強化

に向けた優良農協モデルを構築することであった。具体的には、ベトナムの農協にとって初めて

の試みである各農協の中期・年度事業計画の策定とともに、これら計画を実現するための販売事

業、信用事業等の実施指導といった農協機能強化・拡充を支援してきた。

本件「農民組織機能強化プロジェクト（フェーズ 2）」（以下、「プロジェクトフェーズ 2」。
2012 年 7 月～ 2015 年 7 月）では、プロジェクトフェーズ 1 で構築した優良農協モデルを全国に

展開するため、タイビン省、ホアビン省に加え、ハイズオン省、ビンディン省、アンザン省の全

5 省をパイロット省とし、農協機能強化のために農協関係者が実践すべき知識・技術を取りまと

め、農協振興を担う政府機関（中央及び地方）の行政官並びに農協役職員に各種研修を実施し、

更には行政官が主体となって農協に対する指導・支援を実地研修（OJT）方式で実施していくこ

とを通じて、政府による農協の機能強化を支援する体制を整備することを目的としている。

今回実施する終了時評価調査では、2015 年 7 月のプロジェクト終了を控え、2014 年 4 月に実

施した中間レビュー以降のプロジェクト活動の実績、成果を調査、確認するとともに、評価５項

目（妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性）の観点から、今後のプロジェクト活動に対

する提言及び今後の類似事業の実施にあたっての教訓を導くことを目的とする。なお、本評価は

ベトナム側関係者とともに行う合同評価とし、評価結果を合同評価報告書に取りまとめ、ベトナ

ム側関係者と合意する。

１－２　調査団の構成

本調査は、以下の団員により実施された。

担当業務 氏　名 所属・役職

団　　長 沖浦　文彦 JICA ベトナム事務所　次長
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協同組合運営 萬木　孝雄 東京大学大学院農学生命科学研究科　准教授

評価分析 十津川　淳 佐野総合企画株式会社

協力企画 山本　聡 JICA ベトナム事務所　所員

１－３　調査団派遣日程

本調査の日程を以下に示す。

Schedule for Project Terminal Evaluation Mission Assignment

Date Time Events
Working 

Place
Rental 

Car

Mr. Jun 
TOTSUKAWA  

(Evaluation 
Consultant)

Mr. Fumihiko 
OKIURA 

(Team Leader)

Mr. Takao 
YURUGI  

(Cooperatives 
Management)

Mr. Satoshi 
YAMAMOTO 
(JICA Staff in 

charge)

Ms. Le Thi 
Tuyet Lan 

(Interpreter) 
(EN-VN)

Ms. Luu 
Phuong Anh 
(Interpreter) 

(JP-VN)

24th, 
Feb

Tuesday

AM Narita → Hanoi JP → VN -

16:00
      

Khue, TayHo, HaNoi)
VN (Hanoi) 1 Hanoi

25th Wednesday

8:00
Meeting with Mr.Yamamoto (at 
Sakurahotel)

VN (Hanoi) 1 Hanoi
9:00

Meeting with JP Experts & MARD-
DCRD (at DCRD, MARD, 2 Ngoc 
Ha)

14:00
Meeting with VCA

      
Yen Hoa, Cau Giay, Hanoi)

26th Thursday 8:30
Site Survey in Thai Binh Province
Meeting at Thai Binh Sub-Dept

VN (Thai 
Binh)

1 Hanoi

27th Friday 8:30
Site Survey in Hoa Binh Province
Meeting at Hoa Binh Sub-Dept
*Mr. Thinh, DCRD joins

VN (Hoa 
Binh)

1 Hanoi

28th Saturday Allday Data Analysis & Documentation VN (Hanoi) 1 Hanoi

1st, 
Mar

Sunday

AM Data Analysis & Documentation
VN (An 
Giang)

1 An Giang

PM
Hanoi 13:30 → Can Tho 15:40 → 
An Giang 17:30 (VN 120313:30-
15:40)

VN (An 
Giang)

2nd Monday

7:30
Site Survey in An Giang Province
Meeting at An Giang Sub-Dept

VN (An 
Giang)

1 An Giang

PM
An Giang 13:30 → Can Tho 15:00
16:00 Interview for Can Tho Univ.

VN (Can 
Tho)

1 Can Tho

3rd Tuesday
AM Can Tho 08:00 → HCM 14:00

VN (Ho Chi 
Minh)

1 Ho Chi
Minh15:30 Interview for SOCENCOOP

4th Wednesday

9:00 Interview for CMARD2
VN (Ho Chi 

Minh)
1 Ho Chi

Minh

PM

Ho Chi Minh 15:20 → Quy Nhon 
16:30
(VN 139615:20-16:30)

VN (Binh 
Dinh)

1 Binh Dinh

Ho Chi Minh 15:30 → Hanoi 17:35
(VN250)

VN (Hanoi) -

5th Thursday 7:30
Site Survey in Binh Dinh
Meeting at Binh Dinh Sub-Dept

VN (Binh 
Dinh)

1 Binh Dinh

6th Friday

AM
Quy Nhon 09:05 → Hanoi 
10:35 → Hai Duong 13:00
(VN162009:05-10:35) VN (Hai 

Duong → 
Hanoi)

1 Hanoi

13:00
Site Survey in Hai Duong Meeting 
at Hai Duong Sub-Dept Hai Duong 
18:00 → Hanoi 20:00
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7th Saturday
AM

Data Analysis & Documentation VN (Hanoi) 1 Hanoi

Narita 10:00 → Hanoi 14:25 
(VN311)

JP → VN -

PM Meeting in JICA Vietnam VN (Hanoi) 1 Hanoi

8th Sunday Allday
Meeting in JICA Vietnam,
Making Terminal Evaluation Report

VN (Hanoi) 1 Hanoi

9th Monday

AM
Hanoi 06:00 → Thai Binh 8:30
Site Survey in Thai Binh Province

VN (Thai 
Binh)

1 Hanoi

PM Thai Binh 14:00 → Hanoi 17:00
VN (Thai 
Binh → 
Hanoi)

10th Tuesday
9:00 Meeting with VCA

VN (Hanoi) 1 Hanoi
14:00 Meeting with MARD-DCRD

11th Wednesday Allday
Meeting with MARD-DCRD, 
Making Terminal Evaluation Report

VN (Hanoi) 1 Hanoi

12th Thursday Allday
Meeting with MARD-DCRD, 
Making Terminal Evaluation Report

VN (Hanoi) 1 Hanoi

13th Friday Allday
Finalizing Terminal Evaluation 
Report

VN (Hanoi) 1 Hanoi

14th Saturday

AM 3rd JCC VN (Hanoi)

1 Hanoi
PM

Hanoi → Narita (dept. 00:20, 
15Mar/VN310)

VN → JP

15th Sunday AM Arrival at Narita JP
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第２章　終了時評価の方法

２－１　評価の枠組みと評価基準

本終了時評価調査では、「JICA 事業評価ガイドライン」を指針として、プロジェクトの実績と

実施プロセスを把握し、プロジェクトの妥当性、有効性、効率性、インパクト、持続性を総合的

に検証した。

（１）妥当性

妥当性は、プロジェクトの上位目標やプロジェクトの目標が、ベトナム国の政策、日本

国の対ベトナム国協力方針、ターゲットグループのニーズに合致しているか否か、プロジェ

クトアプローチとしての適切さなどを評価する。

（２）有効性

有効性は、プロジェクトによって産出された成果により、どの程度プロジェクト目標が

達成されたのか、あるいは達成が見込まれるのかなどを評価する。

（３）効率性

効率性は、実施過程のなかでさまざまな投入がいかに効率的に成果に結びつけられたか、

人的投入、物的投入、研修などの各側面から評価する。

（４）インパクト

インパクトはプロジェクト実施の結果、起こる影響や変化を評価する視点である。イン

パクトは上位目標に対する影響のほか、直接的・間接的な影響・変化、望ましい、あるい

は望ましくない影響・変化などさまざまな側面が含まれる。

（５）持続性

持続性は、外部からの支援がなくなった段階でもプロジェクトの便益が持続するかどう

かという視点において評価する。

２－２　評価のプロセス

本評価調査にあたっては、評価グリッドにおいて設定した調査項目／サブ項目への調査・検討

を中心に据えながら、日本・ベトナムの双方からの合同評価団によって調査を実施した。現地

調査では、プロジェクトの記録や各種資料の精査に加え、日本人専門家、協同組合農村開発局

（DCRD）のプロジェクト管理組織（PMU）スタッフ、対象 5 省の農業農村開発局（DARD）や中

央インストラクター（CI）組織、モニタリング農協等に対する質問票や聞き取り調査等を通して、

本評価調査に必要な情報収集を行った。調査は主に下記のとおり実施した。

① 　日本人専門家に対する質問票及び聞き取り調査

② 　DCRD 内カウンターパート（C/P）に対する質問票及び聞き取り調査

③ 　対象 5 省（タイビン、ホアビン、ハイズオン、ビンディン、アンザン）の DARD（組合担

当 Sub-Department）及び省インストラクター（PI）に対する質問票及び聞き取り調査

④ 　対象 5 省のモニタリング農協（各省 5 農協）に対する聞き取り調査
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⑤ 　CI 組織〔ベトナム協同組合連盟（VCA）、農業農村開発管理大学（CMARD）2、カントー

大学、中小企業・協同組合開発支援南部センター（SOCENCOOP）に対する質問票及び聞き

取り調査

２－３　評価設問と必要なデータ・評価指標

本調査における主要な調査項目は、評価５項目に即した下表の内容である。また、必要な情

報・データについては上述のとおり、多様な関係者への質問票回答、聞き取り調査、並びにプロ

ジェクトが作成した資料によった。

表２－１　終了時評価の主要な調査項目

5 項目 サブ項目

妥当性

ベトナム国政策との整合性

日本援助方針との整合性

ターゲットグループ・ニーズ（MARD）

C/P としての妥当性

プロジェクト・デザインの適切性

日本の技術の優位性・経験蓄積の有無

有効性

プロジェクト目標及び成果達成の見込み

達成に係る貢献要因

達成に係る阻害要因

外部条件の充足

効率性

人的投入（日本・ベトナム国側）

物的投入（日本・ベトナム国側）

本邦研修の効果

調達機材の効果・妥当性

その他の効率性促進要因

重複活動の有無

インパクト
上位目標達成見通し

波及効果（政策、組織、制度、財政、社会、経済、環境）

持続性

政策面

技術面

組織面

財政面

社会経済面
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第３章　プロジェクトの実績

３－１　投入の実績

日本・ベトナム双方の投入の概要は、下表のとおりである。

表３－１　日本側及びベトナム側による投入実績一覧

項　目 概　要

ベ
ト
ナ
ム
側

人　材 ✻プロジェクトダイレクター（延べ 2 人）～ DCRD 副局長

✻プロジェクトコーディネーター（延べ 2 人）～ DCRD 職員

✻ 上記に加え、主たる C/P として延べ 42 人が配置された（中央政府

である DCRD 及び対象 5 省の DARD。CI は含まない）。

施設・設備・機材 ✻プロジェクト事務所

事業費 ✻活動実施に必要な職員交通費、日当など

✻事務所光熱費

日
本
側

人　材 ✻専門家派遣：長期専門家 2 人、短期専門家 1 人

内訳：

１） 長期専門家～チーフアドバイザー／信用事業、業務調整／研修

計画（2012 年 7 月から全期間。チーフアドバイザーは本プロジェ

クト前にパイプライン専門家としての約 1 年間の投入もあった）

２）短期専門家～経済事業〔約 13 人月（MM）〕

施設・設備・機材 ✻コンピュータ、プロジェクター、エアコン等

本邦研修 ✻計 2 回、計 14 名の研修受入れ（2012 年及び 2013 年）

３－２　アウトプット（成果）の達成度

アウトプット（成果）の達成状況は以下のとおりである。

表３－２　成果１の達成状況

成果１：農協機能強化の枠組みの基盤が確立される。

指　標 活動実績及び指標達成状況

１． DCRD によって

農協強化に関す

る公的なガイド

ラインと研修カ

リキュラムが策

定される。

本指標の終了時評価時点における達成状況は、中程度である。

DCRD は 13 の研修モジュールから構成される「研修フレームワーク」

を既に作成しており、現在、このフレームワークに本プロジェクトが

対象としていた 4 つの研修モジュール〔共同販売（JMB）、共同購入（JPB）、
中期計画、信用事業〕を正式に取り込むべく、MARD が内部申請を行っ

ている最中にある（承認は本年 2015 年 6 月をめど）。この研修フレー

ムワークは、本指標が規定するガイドラインと解釈することも一面で

可能であるが、現在の同フレームワークにはいかなる研修を何時間研

修する必要があるといった指針こそ示されているものの、いわゆるハ

ウツーにあたる、「どのように」、「誰が」、「どのような手順で」といっ
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た視点の記載はない。今後のプロジェクト成果の活用を促すためにも、

ハウツーに当たる、ガイドラインを改めて策定することが必要である。

そのため、達成度としては中程度とした。

２． ガ イ ド ラ イ ン

案が CI と PI に
よ っ て 作 成 さ

れ、技術アドバ

イザリー会議で

承認される。

技術アドバイザリーボードを新設するためには、MARD 大臣の承認

を得る必要があるなど、MARD 内部での行政手続きに非常に長い時間

がかかることが明らかとなった。本ボードの設置を待つことによって、

ガイドラインの策定が間に合わなくなる可能性を考慮し、ベトナム側

と日本側の間でアドバイザリーボードの設置は行わない旨を決定し、

両者でミニッツ（M/M）を締結した。以上により、本指標は終了時評

価時点においては考慮されていない。

３． 成 功・ 失 敗 事

例についての事

例集が作成され

る。

本指標は終了時評価時点においてまだ達成されていないが、プロジェ

クト終了までに達成される見込みが高い。

共同販売（JMB）、共同購買（JPB）及び信用事業に関する成功・失

敗事例の作成については、CMARD 2 がその主たる役割を担うことと

なっている。今後、CMARD 2 とプロジェクト側で、事例集の構成や内

容について協議を行い、その詳細を決定する。プロジェクトの残余期

間が少ないため、本件作業は今後迅速に進めることが求められる。

評価総括：

成果１の達成度は「中程度」である。

DCRD は既に農協向けの「研修フレームワーク」を策定しており、現在は本プロジェクト

が対象としてきた JMB、JPB、中期計画、信用事業の 4 分野をそのフレームワークに新たに組

み込むべく、MARD 内部での申請作業を進めている段階にある。これは、本プロジェクトが

もたらした大きなアウトプットのひとつといえる。ただし、一方でガイドラインの策定など、

成果物の作成が遅延している点も散見される。

以上より、成果１の達成度は中程度と評価された。

表３－３　成果２の達成状況

成果２：中央政府が地方行政官へ研修・指導を行うための体制が確立される。

指　標 活動実績及び指標達成状況

１． 地方行政官を継

続的に指導する

ために必要な人

数の中央インス

トラクターが確

保される。

本指標の終了時評価時点における達成状況は、中程度である。

プロジェクト開始以降、中央インストラクター（CI）の人数は限定

的であったが、2014 年後半以降に新たな CI 候補機関が増加し、終了時

評価時点では約 40 名の CI を数えるに至っている。現在の CI 機関のリ

スト及び研修分野ごとの CI 人数は下表のとおりである。
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＜ CI 機関の推移＞

プロジェクト開始～

2013 年 12 月まで

2014 年 1 月～

2014 年 9 月まで

2014 年 10 月 ～ 現 在

（2015 年 2 月）

CMARD 1 CMARD 1 CMARD 1

CMARD 2 CMARD 2 CMARD 2

VCA VCA

カントー大学

SOCENCOOP

フエ大学

注：フエ大学は 2015 年 1 月に覚書（MOU）を締結して参加。

＜CI 人数の推移＞

2012 年 7 月 2013 年 7 月 2014 年 7 月 2015 年 2 月

中期計画 3 3 4 38

JMB 4 4 4 37

JPB 4 4 4 37

信用事業 3 3 4 38
注：フエ大学の 4 名はまだ研修も受けていないため、本表には含まれていない。

上記のとおり、CI の人数は着実に増加し、対象 5 省を支援するには

十分な人数が確保されたと判断できる。ただし、上表のとおり、カン

トー大学や SOCENCOOP などの新規 CI はまだ CI 研修を完了しておら

ず、また CI から省インストラクター（PI）に行う実践研修（OJT 研修）

の蓄積も限定的である。そのため、CI としての「質」をまだ十分に担

保するには至っていない。

以上から、本指標については、人数の確保こそできたものの、質の

確保に向けた取り組みがまだ残されていることにかんがみ、中程度の

達成度と評価した。

２． 中 央 イ ン ス ト

ラクターの実践

経験・指導能力

が十分であるこ

とが評価基準を

用いて判断され

る。

本指標の終了時評価時点における達成状況は、中程度である。

CI（本件では CMARD 2）が実施する研修について、受講者の立場で

ある PI によって評価が行われている。下表が示すように、2014 年 9 月

までの研修とそれ以降の研修で、全体評価が向上していることが分か

る。これは、2014 年 9 月のタイミングで研修方法の見直し、テキスト

の改訂などを行った効果が現れたものと考えられる。これら見直しの

効果も手伝い、CI の指導能力は向上したと評価できる。
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＜CMARD 2 の講義に係る PI からの評価＞（100 点満点）

2014 年

9 月まで

2014 年

10 月以降
備　考

中期計画 79.4 75.0 中期計画の講義において、理論面での

講義評価は高かったものの、実践面（中

期計画表の記載方法の説明など）の評

価が低かったため、中期計画のみ評価

が下がった。

JMB 76.9 87.0

JPB 81.4 85.7

合　計 79.2 82.5 -

しかしながら、指標１の指摘事項と同じく、CI のなかで PI への十分

な指導実績を有している組織は、CMARD 2 のみであり、他はそもそも

指導自体をまだ行なっていない段階にある。

このような状況を勘案し、本指標についても総合的には中程度の達

成状況と判断した。

評価総括：

成果２の達成度は「中程度」である。

成果２が求める「地方行政官へ研修・指導を行うための体制」、すなわち CI による PI への

研修体制は CI の人数確保は進んだものの、能力担保の観点において、まだ強化すべき余地が

ある。

また、CI 組織分布も南部にやや集中しており、北部を担当できる CI 人数は不足気味である（現

時点では CMARD 1 と VCA のみ）。成果の達成度を高める観点からは、バランスのある人数確

保も求められる。

表３－４　成果３の達成状況

成果３： プロジェクトの対象省において、地方行政官が農協（役員、組合員）へ研修・指導

を行うための体制が確立される。

指　標 活動実績及び指標達成状況

１． 地 方 行 政 官 の

指導の下、組合

員の意向を踏ま

えて中期計画を

策定した農協の

数。

本指標は既に達成されている。

本プロジェクトが対象とした 25 農協のすべてが中期計画を策定した。

中期計画の策定に当たっては、多くの農協メンバーが自らの農協に関

する組織分析を行い、かつ市場環境についても調査、協議を行ったう

えで計画を策定した。プロジェクト以前までの年間計画は農協幹部層

が策定していたのに対して、このような民主的な決定プロセスは、多

くの農協に好意的に受け止められた。また、これまで中期的な視点で

の計画策定がなかった農協にとって、中期計画の作成は組織の方向性

を確認し合う効果も生んだ。
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２． 中期計画にお

いて定められ

た対象 3 分野

のサービスに

係る実施度。

本指標は終了時評価時点において、おおむね達成されている。

PI によるモニタリング報告書に該当する「フィールドレポート」に

よれば、多くの農協は中期計画に即して JMB、JPB の事業を少しずつ

進めてきている。幾つかの農協では、まだ JMB で農協が徴収するサー

ビスフィーのパーセンテージについて合意がなされていないケースや、

JMB でめざすべき品質レベルで協議が続いているケースなども散見さ

れるものの、多くのチェック項目においては進捗しているといえる。

ただし、信用事業については、多くの農協がさまざまな困難に直面し

ており、計画どおりに進捗していないケースが多い。この点は今後の

プロジェクト期間で研修が予定されていることから、一定のフォロー

アップがなされることと期待できる。

３． モニタリング対

象農協では、共

同 販 売・ 購 買

（JMB・JPB）事

業についてモニ

タリングシート

のグレードが 1
つ以上アップす

る。

本指標は既に達成されている。

下表が示すとおり、多くの農協が JMB 及び JPB でグレードをひとつ

以上上げている。なお、表内でグレード向上を果たせなかった農協は、

ほぼホアビン省に集中している。この要因分析の詳細は追ってプロジェ

クトに委ねられるが、終了時評価調査団の聞き取りでは、同省では①

農協メンバーが山間地に分散して居住しているため、集荷することが

困難である、②地域で長年独占している仲買人がいる、③地域の比較

的大規模な農家が農協への参加に積極的でない、といった声が聞かれ

た。

＜共同販売（JMB）に係る農協グレード推移＞（2012 年と 2015 年）

グレード変化 農協数 ％

2 グレード向上 7
92

1 グレード向上 16

変化なし 2
8

グレード低下 0

＜共同購買（JPB）に係る農協グレード推移＞（2012 年と 2015 年）

グレード変化 農協数 ％

2 グレード向上 9
72

1 グレード向上 9

変化なし 7
18

グレード低下 0

４． CI と PI が 各 省

向けの研修教材

を改訂する。

本指標は終了時評価時点においてまだ達成されていないが、プロジェ

クト終了までに達成される見込みが高い。

中期計画、JMB、JPB に係る研修教材は既に CI と PI によるレビュー

作業を終えており、必要に応じた改訂もなされている。ただし、終了

時評価時点において、信用事業に係る研修がまだすべて終わっていな

いため、今後受講者の反応等を確認したうえで、同分野に関する教材

レビューを行う予定となっている。
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評価総括：

成果３の達成度は「おおむね高い」。

成果３が求める、「地方行政官が農協（役員、組合員）へ研修・指導を行うための体制」、す

なわち PI による農協への研修体制は一定レベルで進んだものと評価できる。プロジェクトに

よる一連の研修を通して、各省の PI は JMB、JPB、中期計画策定（MTP）に関する能力を高

めることができた。ただし、的確かつ時宜を得た農協へのフォローアップ活動といった点では、

農協の技術的疑問にすべて回答できるには至っておらず、まだ能力強化の余地がある。特に、

信用事業については会計学の知見なども必要となるため、更なる能力強化が必要である。

３－３　プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標に係る達成状況は以下のとおりである。

表３－５　プロジェクト目標の達成状況

プロジェクト目標：中央及び対象省において農協の機能強化を支援する体制が整備される。

指　標 活動実績及び指標達成状況

１． モニタリング農

協の総合農協評

価表のグレード

が 1 ランク改善

される。

本指標は達成されている。

対象 25 農協のうち、18 農協が 1 ランク以上グレードを向上させた。

グレードが同じままの農協はホアビン省に集中しており（4 農協）、そ

の要因は上記の成果３のとおりである。その他の 3 農協は各省に分散

している。

＜農協の総合グレード推移＞（2012 年と 2015 年）

グレード変化 農協数 ％

2 グレード向上 9
72

1 グレード向上 9

変化なし 7
18

グレード低下 0

２． DCRD が農協支

援の政策を確立

する。

本指標はおおむね達成されている。

DCRD は 2013 年 9 月に農協向け研修として、13 の研修モジュールか

ら構成される「研修フレームワーク」を作成し、Decision 2217 として公

布した。また、現在、DCRD は農協支援に係る Decree 作成も進めており、

2015 年内の公布をめざしている。新たな Decree では、①農協の組織構

成～マネジメントボード設置の義務化等、②農協の業務範囲の明確化、

③農協支援に関する政府組織の体制整備～省レベル及び郡レベルでの

人員体制など、④農協の行うビジネス支援強化などが主たる内容とな

る予定である。
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３． CMARD2、VCA、 
その他CI研修に 
参加する大学や

開発パートナー

が、プロジェク

トで実施した研

修コースをそれ

ぞれの正規研修

プログラムの一

部として採用す

る。

本指標はおおむね達成されている。

本プロジェクトの研修コースを CI 組織が正規研修プログラムとして

採用した実績は下表のとおりである。

＜研修コースの採用実績＞

CI 組織 採用に係る現状

CMARD 2

＞ 採用済み。

＞  2014 年には、プロジェクト対象外の省（バリアブン

タウ省、タイニン省、ドンナイ省）で本研修コースを

実施した。

VCA
＞ 本研修コースが MARD で正式承認されたことを確認

したのち、採用する意向。

SOCENCOOP
＞採用済み。

＞  2014 年には、プロジェクト対象外の省（ロンアン省、

タイニン省）で農協を対象に本研修コースを実施した。

評価総括：

プロジェクト目標の達成度は「おおむね高い」。

農協に対する支援体制を構成する CI については、その有効性が確認されたとともに人数面

でもおおむね十分な人数を確保することができた。今後は、最近になって参加し始めた新た

な CI の能力強化を進める必要がある。また、支援体制を支える、もうひとつの柱である PI に
ついても、これまで馴染みのなかった JMB、JPB、中期計画の各分野に係る知見を蓄積するこ

とができた。ただし、PI についても農協に対する現場指導経験を更に増やしていくことが必

要である。

一方、支援体制に係るガイドラインの作成はこれから着手することとなっており、プロジェ

クト残余期間を考慮すると、一刻も早く取り組む必要がある。このガイドライン完成をもって、

本プロジェクトが取り組んだ支援体制は、普及の観点を包含することとなり、体制としての

精度を高めることになる。

３－４　上位目標の達成の見込み

上位目標に係る達成状況は以下のとおりである。

表３－６　上位目標の達成状況

上位目標： 農村開発につながる農協の機能強化方策がベトナム政府の主導の下、全国的に適

用・活用される。

指　標：

１．モニタリング農協の総合農協評価表のグレードが 1 ランク改善される。

２．中央レベルのインストラクターが地方省へ指導を行った回数

３．農協組合員のニーズに沿って中期計画を作成した省の数

達成見込み：

上位目標が達成される見込みは存する。しかしながら、その達成には DCRD のリーダーシッ

プに基づく全国普及への積極的な取り組みが欠かせない。
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指標１については、これまでのプロジェクト実績が示すように、CI 及び PI による継続的な

技術支援があれば、多数の農協がパフォーマンスを改善させることは可能と考えられる。た

だし、同じくプロジェクト対象であった 5 省の例が示すように、農協の規模や主たる農産品、

市場アクセス等によって、地域による差異も生じることが予想される。

指標２については、見通しがやや難しい。しかしながら、プロジェクト目標の指標３が示し

たように、幾つかの CI 組織は既に自発的な活動として、プロジェクト対象外の地方省で研修

を行った実績を有している。また、CMARD 2 のように自らの組織が実施できる研修一覧を作

成し、対外的な売り込み活動を積極展開している例もみられる。このような事例からは、一

定レベルの達成を見込むことができる。

指標３も同じく充足される可能性はあるが、この点は DCRD による全国各省への指導努力

による部分が大きい。上位目標の達成が望まれる時期には、現在 DCRD が申請中の研修フレー

ムワークに本プロジェクト対象の 4 つの研修モジュールが含まれている可能性が高いが、今後

は DCRD が如何に研修を全国展開するかを示すマスタープランを基にして、普及を進めてい

くことが求められる。

３－５　実施プロセスにおける特記事項

３－５－１　コミュニケーション

プロジェクト前半期間を通じて、プロジェクトは PMU 内部で困難なコミュニケーションの

課題を抱えていた。この点は有効性の阻害要因において記載する。

中間レビュー以降はベトナム側及び日本側のコミュニケーションは大きく改善され、プロ

ジェクト活動は加速度的に進行することとなった。しかしながら、両者間のコミュニケーショ

ンはおおむねプロジェクトダイレクターと日本人専門家の間に限られており、いわゆるウィー

クリーミーティングやマンスリーミーティングは設定されてこなかった。そのため、PMU 全

体のコミュニケーションが円滑になったとまではいえない。実質的な決定権を有するプロジェ

クトダイレクターとの必要に応じた、スピーディな打合せは、時間効率の観点からは有効であ

るが、プロジェクトの経験を共有するといった技術移転の観点からは必ずしも望ましいもので

はない。DCRD 職員から構成される PMU 全体でのミーティングを行うことが理想的であった。

他方、対象 5 省においても地方版 PMU が設置されたが、各省に配置された連絡担当者を中

心として、関係者間ではおおむね円滑なコミュニケーションを取ることができた。

３－５－２　モニタリング

（１）PO の観点におけるモニタリング

PDM に規定されたプロジェクトの諸処の活動については、その進捗が主に日本人専門

家並びにプロジェクトダイレクターの間で随時確認されてきた。プロジェクト前半期間の

進捗遅延についても関係者間での認識はあったものの、有効な解決ができないまま時間が

経過してしまった。この点にかんがみれば、モニタリングこそ実施されていたものの、モ

ニタリングの効果自体は低かったといわざるを得ない。
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（２）研修実施に係るモニタリング

プロジェクトでは研修の度に受講者へのアンケート調査を行い、その結果をフィード

バックするように努めてきた。フィードバック内容から、研修方法の見直しを行った点な

どからは、モニタリングが効果的に機能していたといえる。

（３）農協のパフォーマンスに係るモニタリング

中期計画の実施度について、各農協のパフォーマンスが PI によってモニタリングされ

てきた。モニタリングはフィールドレポートのかたちでまとめられたが、その記載内容や

分析内容、またモニタリング頻度などは省によって大きな差異があった。

３－５－３　その他：プロジェクト支援に係る方策及び体制

（１）合同調整委員会（JCC）の機能

本プロジェクトでは終了時評価の前に 2 回の JCC が行われたが、第一回目はプロジェ

クトが開始されてから約 16 か月後であった。プロジェクトの前半期間を通じて、PMU の

機能不全といった実施上の大きな課題があったにもかかわらず、その間 JCC が開催され

なかったことは、貴重な軌道修正の機会を失っていたといえる。コミュニケーションが難

しかったからこそ、JCC の開催を調整できなかったとみることもできるが、やはり関係者

の協力を得ながら、最高意思決定機関である JCC をより早くに開催するべきであったと

考えられる。

（２）運営指導調査等の実施

JICA ベトナム事務所も粘り強く PMU の機能回復に向けて、関係者へ働きかけを続けて

きたが、明らかな改善を見いだすには時間を要していた。この間、運営指導調査を実施し

たり、中間レビュー調査をやや早めたりといった対処を行えば、PMU の課題解決を早め

ることができたかもしれない。この点は本プロジェクトの教訓として記した。
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第４章　５項目評価による評価結果
1

４－１　妥当性：「高い」

４－１－１　ベトナム国政府の政策・開発計画との整合性

ベトナム国は農協振興を同国の経済成長を促進させる、ひとつの原動力として重視する姿勢

を示しており、2012 年には協同組合法の改訂を行った。また、2014 年 4 月には農業セクター

における共同経済組織の発展と改革に向けた 2014 年から 2020 年の計画（省決定 710/QD-BNN-
KTHT）を策定するなど、法制度・政策面ともに積極的な支援策をとっている。本プロジェクト

は農協の経済事業を支援するための体制づくりを企図している取り組みであり、ベトナム政府

の方針に合致している。

４－１－２　日本国政府の支援政策との整合性

わが国の対ベトナム国国別援助方針（2012 年 12 月）における援助重点分野のひとつには、「農

業・村落開発を通した都市と農村の格差是正」が掲げられている。同重点分野に関して、事業

展開計画では「農水産品の高付加価値化を促進し農村部の持続的な経済振興を図るため、農民

組織化、（中略）農村部の生計手段の多様化等を支援する」旨が記載されており、本プロジェ

クトは同重点分野の一角を占めるプロジェクトとして位置づけられている。以上から、本プロ

ジェクトはわが国の援助方針に即しているものと判断できる。

４－１－３　ニーズとの整合性

（１）MARD のニーズ

ベトナム国政府が農協重視の政策を掲げるなか、MARD は農協支援を全国的に展開す

る最高責任機関として、より効果的かつ効率的な農協強化支援に係る体制及び手法を模索

していた。

この観点において、MARD は本プロジェクトを実施する以前からトレーニング・オブ・

トレーナーズ（ToT）システムを採用し、農協への支援を行っていたが、その効果は低位

に甘んじていた。また、農協への指導内容も政策や規則に係る伝達といったことが多く、

いわゆる JMB や JPB といった経済事業に関わる指導は限定的であり、研修テキストなど

も整備されていなかった。

このような現状において、本プロジェクトの CI、PI による研修体制の構築並びに研修

テキストの整備といった一連の活動は、MARD のニーズに整合していたといえる。

４－１－４　プロジェクト対象地選定の適切性

本プロジェクトでは北部ベトナム 3 省（タイビン、ホアビン、ハイズオン）、中部ベトナム

1 省（ビンディン）、南部ベトナム 1 省（アンザン）の計 5 省をプロジェクトの対象省として

選定した。ベトナム北部の農協は、従前の合作社からそのまま移行した農協が多く、メンバー

数も多い反面、その組織としての一体性はやや脆弱であるケースが多い。他方、中部、南部で

は農協設立が比較的最近であり、かつ自由意思による参加であるため、その人数規模は小さく

1
　評価は「高い」、「おおむね高い」、「中程度」、「やや低い」、「低い」の 5 段階とした。
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ても結束力が高いといわれている。このように、ベトナムの農協は地域的な違いが大きいた

め、プロジェクトの対象として 3 つの異なる地域を選定したことは、将来の全国展開を展望す

るうえでも適正であった。

４－１－５　日本国技術の優位性

日本には農協による経済事業をはじめ、農協組織に係る法制度や運営制度等に係る長年の経

験が豊富に蓄積されている。また、この日本独自の経験及び教訓を基礎として、これまでに数

多くの国々で農協支援に関する技術協力を数多く実施してきた経験も有している。これら他国

での各種経験・教訓、更にはマニュアル等の成果物作成などにも適宜活用されている。

４－２　有効性：「おおむね高い」

４－２－１　プロジェクト目標の達成度

プロジェクト目標の達成度は「おおむね高い」。本プロジェクトが目標とした農協の機能強

化を支援する体制、すなわち CI と PI による研修・フォローアップ体制の整備は進捗している。

さらに CI や PI の実践経験を積むことや、スケジュールが遅延している信用事業研修の着実な

実施、支援体制に関するガイドラインの作成など、幾つかの作業は残っているものの、達成に

向けておおむね軌道に乗った活動を続けていると判断できる。

４－２－２　プロジェクト目標及び成果の因果関係

本プロジェクトの目標である農協への支援体制の整備は、3 つの成果で規定された体制整備

によって成し遂げられるものと規定されている。これら成果の達成が同時にプロジェクト目標

を達成することを担保する関係となっており、目標と成果の因果関係は成立している。

４－２－３　プロジェクト目標・成果達成に係る貢献要因

本プロジェクトの成果及びプロジェクト目標の進捗に対して、以下の点が主たる貢献要因と

して挙げられる。

（１）交流研修及びスタディツアーの効果

本プロジェクトでは、通常の研修コースに加えて、対象 5 省の PI 同士による交流研修

を実施した。それまでは自らの省における研修方法並びに農協への指導方法しか情報がな

かったが、他省での取り組みをみることによって、自らの指導方法への気づきが生まれ、

自らの指導方法に好事例を取り込むことができるようになった。

また、農協についても、北部 3 省の農協がアンザン省を訪問し、同省の農協が行う幅広

い経済事業の実際を見学する機会を得た。この見聞を活用し、タイビン省やホアビン省の

農協は、新たなビジネスを開始するなど、正のインパクトも生まれた。

４－２－４　プロジェクト目標・成果達成に係る阻害要因

本プロジェクトの成果及びプロジェクト目標の進捗に対して、以下の点が阻害要因として挙

げられる。
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（１）中間レビューまでの PMU 機能不全による停滞期間の存在

ベトナム側は PMU の構成メンバーとして、農協支援を司る DCRD から主たるメンバー

を選定した。この人的投入自体はプロジェクトの活動及び目的に照らして極めて適切で

あった。

しかしながら、PMU は当初期待されたようには機能せず、ベトナムでは必須となる事

前の地方省への各種連絡業務が滞りがちとなり、結果として当初予定したスケジュールが

遅延していった。この機能不全は PMU 内部の人間関係などに起因したとされるが、その

内実は憶測でしかなく、事実を検証することは難しい。しかしながら、厳然たる事実とし

てプロジェクトの前半期間は活動が停滞し、中期計画策定（MTP）に係る活動のみ比較的

進めることができたものの、他の JMB や JPB、信用事業の研修は極めて限定的となった。

中間レビュー後に新たに発足した PMU 及び新プロジェクトダイレクターの下、活動は

加速度的に進むようになり、プロジェクトが定めていた研修活動は基本的に期間内に終

了できるめどは立っている。ただし、本来、現場の状況に即しながら対応する予定であっ

たフォローアップの活動は極めて限定的となった。また、比較的理解が難しい信用事業に

ついても、理解が完全となるまで PI や農協へフォローを行う時間は確保できない状況と

なった。

以上からは、プロジェクトの成果、目標の達成レベルに影響を与えることになったとい

える。

４－３　効率性：「やや低い」

４－３－１　人的投入

（１）日本側投入

日本人専門家の投入については、2 名の長期専門家に加え、1 名の比較的長い現地活動

期間（約 13 MM）をあてた短期専門家で構成されてきた。本プロジェクト活動を行うに

あたって妥当な投入計画であったといえる。

しかしながら、阻害要因で記載したとおり、中間レビューを実施するまではプロジェク

トの各種活動を予定どおりに実施することができず、結果的に専門家は配置されていたも

のの、専門家が果たすべき技術移転を十分に実施することができない時間が生じた。この

観点において、効率性に損失があった。

（２）ベトナム側投入

阻害要因に述べたとおり、投入の構成自体は適切であったが、期待どおりの成果を上げ

ることができない時間が生まれ、結果的に有効性にも影響を与えることとなった。

４－３－２　物的投入

本プロジェクトによる物的投入はプロジェクト活動に必要な資機材（コンピュータやプロ

ジェクターをはじめとした事務用機器等）で占められており、数量、仕様の観点から適切とい

える。
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４－３－３　投入（予算）

プロジェクトに必要な予算はおおむね適切であった。予算不足や遅延を要因として、活動ス

ケジュールや内容が大幅に影響を受けたことはなかった。

４－３－４　本邦研修

本邦研修は、日本の農協に係る運営、経済事業の実態等について、C/P が実見する貴重な機

会となった。研修に参加した CMARD 2 の CI は、帰国したのちの PI 研修において、日本の事

例紹介を適宜取り込むなど、研修内容が以前に比べて飛躍的に深化したことが確認されてい

る。

４－３－５　補完効果及び重複活動の有無

本プロジェクトと相互に補完しあう効果を生んだプロジェクトはなかった。しかしながら、

本プロジェクトが他プロジェクトに対して技術支援の一部を行う活動はあった。この点はイン

パクトとして記載した。

他方、非効率な重複のある他プロジェクトはみられなかった。

４－４　インパクト：「おおむね高い」

上位目標達成の見込みはベトナム側 DCRD の今後の取り組みによるものの、達成できる可能

性はある。他方、本プロジェクトではモニタリング農協において経済的なインパクトが発現して

いる。これらを合わせ、総合的なインパクトは「おおむね高い」と評価できる。

４－４－１　波及効果

これまで下記の波及効果を確認できる。

（１）経済面

１ ）プロジェクト活動を通じて、多くのモニタリング農協が JMB、JPB 事業を進めている。

これら JMB によって、安定的かつ有利な販売事業を成功させている事例がみられる。

また JPB についても、個別交渉もしくは市場価格よりも安価な購買が可能となった例が

散見される（ほとんどは肥料の購買）。

なお、下表は、終了時評価調査団がモニタリング農協に直接口頭で聞き取りした

JMB に係るプロジェクト開始時と現在の比較である。農協によって、規模の差がある

が、幾つかの農協は比較的大規模もしくは韓国やベトナムの民間会社との契約を締結

し、大きな進歩をみせている
2
。

2
　モニタリング農協の JMB 実績の詳細なデータはまとめられていないため、聞き取り情報によるものとした。
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表４－１　JMB に係る実績

省 モニタリング農協

2015 年（2 月時点）

* 作付面積、参加農家、 
売上げ等

備　考

タイビン省

1）An Ninh NA -

2）Binh Dinh 300 ha 930 t（コメ）

3）Nguyen Xa 10 ha -

4）Thanh Tan 50 ha コメ種子、キュウリ

5）Thuy Son 50 ha 野菜（サラダ菜等）

ホアビン省

1）Dong Tam 4 億 6,000 万ドン
内訳 : メイズ 42 t

キャッサバ 53 t

2）Dan Chu 未実施 -

3）NhuanTrach 未実施 -

4）Dung Phong 未実施 -

アンザン省

1）Hoa Thuan 計画中 -

2）Thanh Loi 156 億ドン 野菜（輸出用として）

3）Phu An 360 億ドン もち米

4）My Thuan 40 億ドン コメ種子

ビンディン省

1）My Trinh 80 t コメ種子

2）Binh Dinh Town 500 t コメ種子

3）Phu Phong 50 t コメ種子

4）An Thanh 55 t コメ種子

5）Phuoc Quang 500 t コメ種子

ハイズオン省

1）An Lam
1）25 農家

2）50 農家

1）キュウリ

2）トウガラシ

2）Duc Chinh
1）90 農家

2）200 農家

1）ニンジン

2）メイズ種子

3）Pham Kha 約 120 農家 野菜（韓国会社へ販売）

4）Tan Ky 47 農家 -

5）ToanThang 約 320 農家 研究機関へ契約販売

出典：終了時評価調査団聞き取り

注： 情報は各農協担当者の口頭による回答。回答できる内容が参加農家数であったり、販売量・額などであったり多様であることを調査団と

して受け入れた。そのため、プロジェクトもしくは DARD が保有するデータとは差異がある可能性がある。

２ ）幾つかのモニタリング農協が、他省でのスタディツアーの見聞を活用して新たなビジ

ネスを開始した。

➢ タイビン省の Thanh Tan 農協が、コミューン内のゴミ回収ビジネスを開始した。現在、

コミューン内の約 1,900 戸を対象に事業を継続しており、収益を上げている。
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➢�ホアビン省の Dan Chu 農協が運送・運搬ビジネスを開始した。農協としてトラックを

1 台購入し、現在近隣の道路工事に使用する資材運搬に供している。この新ビジネス

によって、2014 年は約 8,400 万ドンの収益を農協にもたらした（トラック購入代は別

途）。

（２）技術面

１ ）他地域で展開している JICA による技術協力「農水産食品の安全確保のための検査強

化プロジェクト」やゲアン省での農業支援活動に携わる C/P 等に対して、本プロジェク

トの CI 等が研修を一部実施した。効果の具体的な検証はなされていないが、農協の現

状や経済事業のポテンシャル、JMB や JPB 事業の概要等について、関係者の理解が深

まり、それぞれの事業に間接的に活用されているものと考えられる。

他方、マイナスのインパクトはみられない。

４－５　持続性：「中程度」

本プロジェクトにおける持続性については、「農協の機能強化を支援する体制、すなわち CI と
PI による研修・フォローアップ体制」が今後も活用されるか否かとの点を視座とする。

４－５－１　政策面

政策面については下記の 3 つの視点から、その持続性を記載する。

（１）国家政策としての基本的方向性

2014年から 2020年の新農村開発計画及び 2012年に改訂された協同組合法が示すように、

農協の強化はベトナム経済発展を支える 1 つの重要なファクターとして位置づけられてお

り、ベトナム政府が今後も政策的に重視する姿勢を堅持する可能性は高い。

（２）DCRD による実施に向けた政策・計画

DCRD は既に 13 の研修モジュールから成る、公的な研修フレームワークを有しており、

現在では、本プロジェクトの対象研修 4 分野を追加申請している最中である。この追加

申請の認可をもって、MARD は研修実施に係る政策的基盤を確立することになる。DCRD
の見解では 2015 年 6 月をめどに申請は認可される予定とのことであり、その後は DCRD
が本フレームを活用して全国での研修促進を働きかけることができる（DCRD 自体が全国

の各省に研修実施を強制することはできないが、指導力を発揮することは可能である）。

（３）各省による実施に向けた政策・計画

多くの省が農協強化に向けた中期的な研修計画を作成済み、もしくは作成中である。

本プロジェクトの対象省であったアンザン省では、2016 ～ 2020 年の 5 カ年研修計画を

既に作成済みであるが、これは従前の 5 カ年計画に比べて農協による経済事業への支援を

より強化することを謳っている。また、ビンディン省でも同様の 5 カ年計画を作成中であ

り、近々に同省の人民委員会（PPC）と協議を行う予定である。これら両省ともに農協へ
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の研修計画を定めるとともに、PI の増員計画もその内容に含んでいる。

以上のことから、政策的な観点においては中央、地方省ともに農協強化を重視していること

は明らかであり、一定の持続性を有していると判断できる。

４－５－２　制度面

本プロジェクト実施中の CI に対する講師代金はプロジェクト予算が賄ってきたが、プロ

ジェクト終了後の講師代金については、今のところ約束された予算はない。PI は基本的に

DARD 職員であるため、ある程度の活動原資及び役割が常に確保されているが、CI について

は研修実施のリクエストもしくは定まった予算がない限り、ボランティアで活動することは基

本的に望めないと考えるべきである。今後、DCRD は CI をいかに活用するか、その予算確保

のメカニズムも含め、計画を定めていく必要がある。

４－５－３　組織・技術面

（１）中央インストラクター（CI）
１）CI の人数及び技術力の観点

本プロジェクトの活動を通じて、約 40 人の CI が確保されたが、その多くは 2014 年

の後半から参加し始めた CI であり、今後 PI を対象とした実践的な研修実施を含め、CI
としての能力強化を更に果たさなければならない状況にある。この観点において、CI
の技術的な持続性は現時点でやや不透明である。

ただし、一方で新規の CI は、大学や研修機関であり、そもそも理論的な知見は十分

に有している人員が多い。本プロジェクトが対象とした中期計画策定（MTP）や共同販

売（JMB）、共同購買（JPB）などは、これまでのベトナムになかった取り組みであるゆ

えに、一定程度の研修こそ受ける必要があるものの、そのポテンシャル自体はおおむ

ね十分にあると判断できる。

他方、全国展開を考えるうえでは、CI 組織そのものを更に増大させることも求めら

れる。特に本プロジェクトが育成に寄与した CI 組織は南部が中心であり、今後は北部

にも拡大していくことが必要である。

２）CI の組織力・組織体制の観点

CI の組織面については、その多くが大学・研究機関であり、長年の研修実施経験を

有するとともに、その組織体制は確立されている。唯一、VCA が今後数年の間に独立

法人化する計画があるため、その将来計画にやや不透明な点があるが、基本的な組織

のミッション、つまり協同組合支援に係るコンサルテーション、研修実施といった機

能は今後も維持される可能性が高いと考えられる。

（２）省インストラクター（PI）
１）PI の人数の観点

各省で登録されている農協の数及び規模には差異があるものの、一般的には省内に

100 から 300 の農協が存在している。この農協数にかんがみると、現状の PI の人数は不

足している。アンザン省やビンディン省のように、今後は郡の人員や職業訓練校、高
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校の教員を PI とするよう研修・増員計画を定めている省もあるが、このような取り組

みを行わない限り、人数面で十分な体制を構築できない可能性が高い。

２）PI の技術力の観点

プロジェクト活動を通じて、PI はその知見及び技術的な能力を高めてきた。ただし、

信用事業に係る研修は遅れているため、今後プロジェクト対象省の PI は信用事業の知

見獲得並びに実践研修を行うことが必要である。

なお、全国展開を考えるうえで、PI 候補となる DARD 職員の多くは体系的な研修を

受けてきた経験が限定的である。改めて、CI による質の高い研修を受講したり、相互

に学び合ったりといった能力向上の取り組みが今後も必要である。

４－５－４　財政面

地方省において農協研修を実施するための主たる予算は、各省が有する個別予算となる。終

了時評価時点において、対象 5 省で本プロジェクトが実施した研修を中長期的に確保している

省はない。

政策面で触れたとおり、多くの省は中期研修計画を作成するとともに、既に各省の人民委員

会（PPC）との折衝を行っており、今後も DARD は予算獲得に向けて最大限努力する旨を口頭

で表明している。このような関係者の強い意思は確認できるものの、終了時評価時点において

は、省全体を網羅するに十分な予算を確保できるか否かは不透明といわざるを得ない。なお、

終了時評価調査団が対象 5 省で聞き取りしたところでは、農協向け研修の通常予算は、この数

年おおむね横ばいもしくはやや減少となっていた。
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第５章　結　論

本プロジェクトは、PMU が所期の予定どおりに機能しなかったため、中間レビューを実施す

るまでの前半期間はプロジェクト活動が停滞した。しかしながら、中間レビュー後に PMU は改

組され、新体制の下でプロジェクトはそれまでの遅れを取り戻すべく急速に諸活動を展開した。

このため効率性は「やや低い」評価となったが、結果的に所期の研修活動は基本的にすべて終了

する予定である。ただし、今後は、未着手であるガイドラインの作成や、最近になってプロジェ

クトに参加し始めた新規の CI、PI 等への能力強化支援を行う必要がある。

困難な時期もあったものの、終了時評価時点においては、持続性こそ「中程度」評価となった

が、妥当性、有効性、インパクトは「高い」「おおむね高い」と評価でき、総じて本プロジェク

トの期待された成果は発現しており、目標をおおむね達成する見込みである。以上から、本プロ

ジェクトは予定どおりに 2015 年 7 月に終了する。
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第６章　提　言

終了時評価において、下記の提言を行った。

６－１　プロジェクト期間中の提言

（１）プロジェクト成果物の完成

終了時評価時点において、幾つかの成果物が未着手である。これらは農協強化に関する

公的なガイドラインと成功・失敗事例集を指す。また、研修テキストも、今後、PI から農

協に対する信用事業研修を行う過程で必要な修正個所が発見されることが予想されるため、

追って、研修テキストの最終改訂も必要となる。プロジェクトは、最終成果物が確定する前

に関係者間で確認、共有する時間をもてるよう、極力早くにこれら作成作業に取り掛かるこ

とが必要である。

（２）未実施分野の研修及び新規参加者への研修

信用事業については、まだ PI から農協への研修が実施されていないため、今後各省で実

施する必要がある。その際には、PI 独力で実施することが理想であるが、必要に応じて CI
の助力も検討する必要がある。

また新規 CI（カントー大、SOCENCOOP、フエ大学）に対して、研修が終了していない分

野がみられる。これらの研修は CI への研修実績を有する CMARD 2 や日本人専門家によっ

て着実に行うことが求められる。もし仮にプロジェクト期間内に終了できなかった場合に

は、DCRD によって残された研修を完遂させる必要がある。

（３）PMU 内の情報共有

実施プロセスで記載したとおり、本プロジェクトにおける日本側とベトナム側のコミュニ

ケーションはプロジェクトダイレクターと日本人専門家にほぼ限られていた。プロジェクト

で得られた経験、教訓を共有するためにも、PMU 全体のコミュニケーション体制を整備す

ることが必要である。このことで、特定個人の記憶に頼らない、DCRD 全体の知見蓄積が可

能となるものと期待できる。

６－２　プロジェクト終了後の提言

（１）農協機能強化に係る研修実施のためのアクションプランの作成

本プロジェクトが対象としてきた JMB、JPB、中期計画、信用事業の 4 分野の研修を全国

展開するためには、DCRD が具体的な研修普及計画を有していることが重要である。全国及

び期間を俯瞰した全体像を有していない限りは、研修実施がいわゆる全国各省への勧奨レベ

ルで終わることが危惧される。

アクションプランとしては、例えば、① CI の配置・増員計画、② PI 増員計画、③普及に

係る時間フレームの設定、④優先地域、⑤必要予算、⑥ DCRD、DARD、CI、PI 等の主たる

関係者の役割と責任、⑦モニタリング方法・フォーマット等である。このほか、計画には手

順や研修方法のメニューなどを提示することも可能であろう。この関連では、プロジェクト

期間中に作成されるガイドラインが、アクションプランを補完する作用を有するものと考え

－ 24 －



られる。

（２）プロジェクト対象省のモデル化

本プロジェクトが支援を続けた対象 5 省を、今後の普及活動におけるモデル省として活用

することを提言する。各省が取り組んでいる PI の体制や研修方法、フォローアップ方法な

どは新たに活動を開始する地方省にとって、有効な先行事例となる。

また、農協を訪問する見学ツアーも効果的である。特に他地域の農協が先行事例を見学す

ることは他農協の経験を学ぶ効果だけでなく、参加農協を鼓舞する効果も期待できる。

（３）農協の活動に対するモニタリング実施

本プロジェクトでは、農協の活動をモニタリングするツールとしてフィールドレポートや

進捗ステージを確認できるモニタリングシートを開発した。これらは、農協の活動実績を把

握することに有用であるのみならず、他の関係者への情報伝達においても有用である。今

後、更なるフォーマット改善を行いながら、これらモニタリングツールを PI が継続利用す

ることを提言する。これは、今後本プロジェクトの上位目標の指標を検証するうえでも必要

となる。
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第７章　教　訓

本プロジェクトから得られた教訓は以下のとおり。

（１ ）本プロジェクトは開始するまでに約 1 年のパイプライン期間を設け、その開始に向けて

周到な準備を行った。しかしながら、結果的には PMU が機能せず、中間レビューまでの長

い時間を混沌として過ごす結果となった。JICA ベトナム事務所もベトナム政府側に対して、

相応の働きかけを継続したものの、結果的には明確な変化を引き起こすことはできなかっ

た。中間レビューのような「場」を設けることによって一定の変化をもたらした事実にかん

がみると、本プロジェクトでは中間レビューの前に運営指導調査団を派遣するなどの手段を

考慮するべきであった。

（２ ）すべてのプロジェクトは所期のプロジェクト期間中に、プロジェクト目標を達成するべく

最大限の努力を払うべきであることを常に認識しておくことが大切である。そして、このよ

うな最大限の努力は、日本側及び裨益国側の両者間及びそれぞれの組織内での調和した業務

環境があってこそはじめて結実し得るものである。
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第８章　団員所感

協同組合運営担当　萬木　孝雄　東京大学大学院農学生命科学研究科　准教授

今回のプロジェクトフェーズ 2（2012 年 7 月より 2015 年 7 月までの 3 年間）の終了時評価

に付随した所感として、以下にその内容を記していく。参考とした資料は主に、プロジェクト

フェーズ 1（2006 年 3 月より 2010 年 3 月までの 4 年間、及び同年 9 月まで 6 カ月間延長）の終

了時評価報告書（2011 年 1 月提出）、プロジェクトフェーズ 2 の中間レビューにおいて提出され

た合同評価報告書、そして同報告書において筆者が分担して執筆した部分、である。また、筆者

が 2014 年 4 月に中間評価を行った際に滞在をした約 10 日間、及び 2015 年 3 月に終了時評価を

行う際に滞在した約 1 週間の各期間において、そこで得られた知見や聞き取り結果も利用されて

いる。

（１）プロジェクトに参加する各農協における事業実績の把握について

プロジェクトフェーズ 1 は、ベトナムの農協におけるさまざまな事業のなかで、特定の事

業に焦点を絞って支援を行うものではなかった。農協に関する全般的な事業の支援とその把

握が、プロジェクトフェーズ 1 における主な目的であったと考えられる。その意味で今回の

プロジェクトフェーズ 2 においては、事業の支援を特に、JMB、JPB、3 年間の中期計画策

定（MTP）、そして信用事業、について課題を絞り、それらに関する研修を集中的に実施し

てきた点については評価できる。また中期計画の策定と提出については、対象となった 5 省

における 25 の農協すべてが、それを終了させている。

ただし、各農協の役員や担当職員の研修受講以降において、農協の事業がどのように変化

したのかについての把握は、かなり弱かったといわざるを得ない。具体的には研修の内容

は、受講者が所属する各農協における事業の状況や進展度も相当異なるなかで、各農協が現

在抱えている課題を明確にして、それを克服するような内容とはなっていない。研修を受け

たのちに、事業がどのように変化したのかを把握するためには、まずそれまでの各農協にお

ける事業の実績を確認する作業が不可欠である。

プロジェクトフェーズ 1 における終了時評価報告書では、支援の直接的な対象となるパイ

ロット農協が 3 つと少なく、またベトナムの農協全体を把握する必要があったこともあり、

それらの農協における事業実績や経営数値は最終報告書においてもかなり詳細に示されてい

る。今回のプロジェクトフェーズ 2 においては、研修で対象としていた各事業の現況や変化

がもし十分にとらえきれていなかったとすれば、それは一定の時間を確保してその作業は行

われるべきであったと考えられる。残りの 7 月までの期間において、それらの事業に関する

客観的な数値の把握と整理が期待される。

（２）農協の事業を取り巻く経済環境について

前項では、研修を受けた事前と事後の変化をとらえることの重要性を指摘したが、この項

では研修が対象とする事業について、各農協を取り巻く状況や事業を推進するうえでの環境

を把握する必要性についても述べておきたい。プロジェクトフェーズ 1 の段階から、タイビ

ン省では 2 つの農協がパイロットとして参加していたが、プロジェクトフェーズ 2 から参加

した 3 つの農協も含めた 5 つの農協は、プロジェクトフェーズ 2 が主要な目標として定めた
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農産物の JMB 及び肥料の JPB において、両事業ともに一定の成果を上げていることが確認

された。ただしそれ以外の省においては、販売や購買による事業に苦戦している農協も少な

くはないと考えられる。

販売や購買による農協の共同事業が進展しない理由は、①商人や民間業者などの既存ルー

トが既に確立されているため、農協がそれらとの間で競争力を確保することが難しい、ある

いは組合員農家自身が現在の販売や購買先に関して大きな不満はなく、農協に対する期待や

必要性を強くは感じていない、②農産物は自家消費や近隣での消費が中心で換金作物の割合

が低く、肥料などの農業投入財ではたい肥などの利用によって、購入に頼る度合いが低い、

③各地のコミューンなどにおける公的な組織が、既に販売や購買の事業を担っているため

に、農協がそれに代替して行う必要がない、といったさまざまな理由が考えられる。

プロジェクトフェーズ 1 における最終報告書のなかには、「JMB 事業を例に挙げると、①

市場ニーズの把握、②市場情報の蓄積、③個人販売から JMB への展開に備えた市場整備を

含む流通改革等、農協事業にまつわる諸課題のなかには農協で対応できないこともある」

（p.26 上）、と貴重な意見が記されている。JMB 事業を進展させるうえで、そもそもニーズ

が存在するのかどうか、ニーズがあったとしてもそれを阻害する要因が何であるのかについ

ての把握が必要であると考えられる。

また肥料などの JPB についても、各農協における仕入れはどのような相手先や経路である

のか、地域における連合会組織が存在しないなかで、近隣する農協同士で共同の発注を行っ

た場合には、大口の仕入れとして購入単価やその配送コストを軽減化できる可能性がないか

どうかなどの助言も、可能であれば研修で盛り込んでいくことが期待される。

（３）信用事業に関する研修及び同事業の推進について

農協による貯金の吸収や資金の貸出などの信用事業については、今回のプロジェクト

フェーズ 2 が対象とする 25 の農協も含めて、伸び悩んでいる場合が多い。農協による信用

事業の進展が難しい理由は、既にベトナムの農村部においてもかなりの民間金融機関も進出

しており、多くの競合する機関が存在するためである。また政府系の金融機関においても、

ベトナム農業農村開発銀行（Vietnamese Bank for Agricultural and Rural Development：VBARD）、

郵便貯蓄銀行（Postal Savings Bank）、人民信用基金（Peoples’ Credit Fund）など数多くの機関

やその支店が設置されている場合も多い。

小規模で地方都市からも離れた地域に居住する組合員農家には、農協を利用して、短期、

無担保、無保証による小口資金を借りたいというニーズは相当にあることが予想されるが、

それを実現するためには、農協が貸出資金の原資を、貯金、出資金、組合の事業利益からの

内部留保などによって、自力で調達することが不可欠となる。ベトナムの農業・農村金融に

関する研究については、泉田洋一・東京農業大学教授（前・東京大学教授、萬木の研究室・

前任教授）や研究室のベトナム人大学院修了生をはじめとして、日本国内でもかなりの研究

蓄積がある。現在の農業・農村金融において農協が果たしている役割や実態については、時

間を割いて情報を収集しておくことが求められる。

またこれは前の第 2 項とも関係する点であるが、信用事業の研修における受講者からは、

彼・彼女らが所属する農協の現況について簡単なレポートを提出してもらい、各農協の実態

を把握しておくことが効果的であると考えられる。筆者がプロジェクトフェーズ 2 の中間評
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価を行う際に、農協の JMB に関する研修に実際に参加して感じた点は、受講者が所属する

各農協の取り組みについては、相当に幅があった点である。JMB に類似する事業形態にか

なり長期にわたって取り組んできた農協もあれば、まったく行われていない農協もあった。

信用事業の取り組みについても、場合によっては販売や購買の事業以上に農協のばらつき

が大きいことも予想される。農協の信用事業を取り巻く全国や各地域の状況、そして各農協

が直面しているそれぞれの課題を把握しながら、きめ細やかな研修プログラムが構築される

ように修正が行われながら、研修が終了したのちの検証についても何らかの作業が行われる

ことも期待したい。
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付　属　資　料

１． Joint Terminal Evaluation Report for The Project for Enhancing 
Functions of Agricultural Cooperatives in Vietnam（Phase II）
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